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令和 7年度 第 4回上越市農業委員会総会 議事録 

 

日 時：令和 7年 12月 25日（木）13時 30分～ 

場 所：ユートピアくびき希望館 第 3会議室 

 

１ 出席委員 

＜農業委員＞ 

1番 長井 2番 綿貫 3番 竹原 

4番 古川 6番 竹山 7番 滝沢 

8番 小山 9番  吉村 10番  五十嵐 

11番 笠原 13番 新井 14番 竹内 

15番  牧繪 16番 清水 17番 髙波 

18番 田鹿 19番 中嶋 20番 篠宮 

21番 大島 22番 飯塚 23番 佐藤 

24番 松本   

  

  ＜農地利用最適化推進委員＞  

髙橋 倉石 髙島 野島 

片桐 笠原 荻原 小林 

白滝 横田 平野 松苗 

和栗 井部 藤村 髙橋 

小山 中川 米川 秋山 

佐藤 小林 細谷 伊巻 

上原 石野 常山 清水 

野村 上原 福原 長野 

穂刈    

 

２ 欠席委員 

＜農業委員＞ 

12番 長瀬     

 

  ＜農地利用最適化推進委員＞ 

髙島 平野 髙橋     

       

３ 職務のため出席した事務局等職員 

  ＜農業委員会事務局＞ 事務局長 栗和田  副局長 岩﨑   

次 長  秋山   主 任 竹中 

  ＜安 塚 区 駐 在 室＞ 主 任  岩崎  
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＜浦川原区駐在室＞ 主 任  中部  

  ＜大 島 区 駐 在 室＞ 主 任  朝倉 

  ＜牧 区 駐 在 室＞ 主 任  樋口  

  ＜柿 崎 区 駐 在 室＞ 主 任  上田  

  ＜大 潟 区 駐 在 室＞ 主 任  太田  

  ＜頸 城 区 駐 在 室＞ 主 任  閏間  

  ＜吉 川 区 駐 在 室＞ 班 長  久保埜 

  ＜中 郷 区 駐 在 室＞ 副主査  丸山 

  ＜板 倉 区 駐 在 室＞ 副主査  渡辺 

  ＜清 里 区 駐 在 室＞ 副主査  中条 

  ＜三 和 区 駐 在 室＞ 班 長  橋立 

  ＜名 立 区 駐 在 室＞ 班 長  髙橋 

 

４ 付議した案件 

＜議  事＞ 

議案第 1号 令和 8年農作業労賃及び農業用機械作業料金の参考額について 

 

５ 会  議 

＜１ 開会＞ 

【局  長】  ただ今から第 4回農業委員会総会を開催します。本日はご多用中の

ところ、お集まりいただき、ありがとうございます。 

お手元の次第に従い、会議を進めてまいりますので、よろしくお願

いします。 

 

＜２ 会長あいさつ＞ 

【局  長】  2の会長挨拶です。 

古川会長、お願いします。 

 

 【会  長】  ≪あいさつ≫ 

 

【局  長】  ありがとうございました。 

ここからは、上越市農業委員会会議規則第 5条の規定により、会長

が議長となり、会議を進めます。 

 

 ＜３ 資格審査＞ 

【議  長】  それでは、議長を務めます。よろしくお願いします。 

まず、3の資格審査です。 

本日の出席状況は、在任委員数 23名、出席委員数 22名で、出席
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委員が過半数であり、会議規則第 7条の規定により、総会が成立して

いることを報告します。 

なお、農地利用最適化推進委員につきましては、36名中 33名の出

席となっています。 

 

 ＜４ 議事録署名委員の指名＞ 

【議  長】  次に、次第の 4、議事録署名委員の指名を行います。 

議事録署名委員は、会議規則第 14 条の規定により、私から指名し

ます。 

 議席番号 13 番 新井委員、議席番号 1 番 長井委員の二人にお願

いします。 

 

 ＜５ 憲章唱和＞ 

【議  長】  次に、次第の 5、憲章唱和を行います。 

議事録署名委員が憲章を読み上げます。皆さんそれに続いて唱和を

お願いします。 

それでは、新井 委員読み上げをお願いします。 

 

 ＜６ 議事＞ 

【議  長】  それでは、次第の 6、議事に入ります。 

議案第 1号「令和 8年農作業労賃及び農業用機械作業料金の参考額

について」事務局の説明を求めます。 

 

【局  長】  議案書をご覧ください。 

議案第 1号「令和 8年農作業労賃及び農業用機械作業料金の参考額

について」です。 

総会資料 2ページをご覧ください。これについては原則 3年に 1回

変えるということですが、大きな状況変化があれば毎年度見直すとい

う運用をしております。昨年も労賃を変えたのですが、令和 5年から

7 年が 3 年のサイクルとなっておりまして、来年の令和 8 年が見直し

年となっております。最低賃金が大幅に上昇していたり、農業機械、

燃料も高くなっている状況から、令和 8年も見直しの提案をさせてい

ただきます。農政部会で協議し、今回お示しするものです。 

作業労賃につきましては、1 日当たり 9,000 円ということで、令和

7 年の 8,600 円から 400 円増額となっております。また、作業料金に

ついてはすべての区分において増額となっております。今回、農業者

の方の要望、他市町村の状況を踏まえ、機械畔塗りと防除作業の区分

を追加しています。留意事項について農政部会で話がでましたが、機
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械の運搬費が明記されておりませんので、運搬費が必要な場合は追加

してくださいと記載しました。 

次のページ以降具体的な算出根拠となります。2 ページをご覧くだ

さい。始めに農作業労賃です。3 つの考え方に基づいて算出しており

ます。参考額の算出ですが、令和 7年の新潟県の最低賃金が増加して

いる状況です。合わせて賃金に影響すると思われる国の各種統計があ

りますが、こちらも軒並み上昇しております。県内の農作業労賃の設

定状況は平均が 8,255円で、昨年は 8,600円と比較的高い水準ではあ

るのですが、それ以上に最低賃金が上がっている状況を踏まえ、激変

緩和措置を適用し、令和 8年参考額（案）として 9,000円を提示させ

ていただくものです。 

4 ページをご覧ください。農業用機械の作業料金になります。記載

の算出の考え方に基づいておりますが、こちらも激変緩和調整という

ことで算定額を調整しております。大きな区画のほうが作業効率が良

いので、料金を下げるべきとのご意見がございましたので、小区画は

5％、30a の区画は 3％、50a 以上の大区画は 2％の激変緩和措置とな

っております。畔塗りと防除については算出根拠がないものですから、

JA えちご上越の受託部会で決められている作業料金を参考に、JA と

協議をしてこちらの参考額となっております。今日の総会でご承認い

ただければ、議案の 2ページの形で公表したいと考えております。公

表の方法ですが、年明けに木田庁舎の農業委員会事務局、各区の駐在

室の窓口にこのチラシを配置するとともに、市のホームページに載せ

たいと考えておりますし、1 月末に発行される広報上越の 2 月号に掲

載、また 1月 9日に上越市の農業再生協議会の幹事会がございますの

で、この資料を配布し、周知を図っていただくようお願いする予定で

す。説明は以上です。 

 

【議  長】  ただ今、説明がありました令和 8年農作業労賃及び農業用機械作業

料金の参考額について、質問等がありましたらお願いします。 

 

【委  員】  新潟市は区ごとに労賃が設定されているようだが、上越市はどうな

のか。 

 

【局  長】  上越市においては 2ページの表を見ていただきたいのですが、基本

的には小区画が中山間地域なろうかと思いますし、区画を分けてお示

しさせていただいておりますので、参考にしていただければと思いま

す。 

 



5 

 

【議  長】  他にどうでしょうか。 

 

【委  員】  作業料金の参考額について確認させてください。機械の畔塗りは運

転者付で記載の金額でしょうか。 

 

【局  長】  運転者付で考えておりますが、記載がありませんので、追記をさせ

ていただきます。 

 

【議  長】  意見等が無いようですので、議案第 1号令和 8年農作業労賃及び農

業用機械作業料金の参考額について、承認することでよろしいでしょ

うか。 

 

【一  同】  異議なし 

 

【議  長】  それでは議案第 1号「令和 8年農作業労賃及び農業用機械作業料金

の参考額について」決定します。 

 

＜７ その他＞ 

【議  長】  次に次第 7その他についてです。女性農業委員の会について、竹山

委員から報告があります。 

 

【竹山委員】  女性農業委員の会に野村委員と出席してきました。新潟、富山、石

川、福井、長野の北信越大会でした。驚いたのは新聞を買ってもらう

ために、農業委員会だけでバザーをしているという話しがありました。 

 

【野村委員】  新聞の売り込み方法や全体でどのような活動をしているのか話題に

なりました。 

 

【竹山委員】  それから新潟女性農業委員の会にも出席してきました。会員数が 74

名いますが、下越が 30数名、中越が 20数名、上越が 4名でした。柏

崎がずっと役員をしていたので、来年は上越市さんでお願いしますと

言われ、返す言葉がありませんでした。いかに上越が遅れているとい

うのを思い知らされました。上越より小さい規模の農業委員会でも女

性が 3名入っている農業委員会もたくさんあります。皆さんで考えて

いかなければならないと思います。以上です。 

 

【議  長】  私の方から提案ですが、今ほど竹山委員から説明があった会議等に

出席する際に交通費、宿泊費は市の予算から支出されていますが、飲
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食を伴う懇親会については自己負担となっています。こちらについて

運営委員会の中で協議をし、親睦会から 3,000円を助成することとな

りましたので、報告します。 

 

【議  長】  次に第 28回全国農業担い手サミット inにいがた」への協賛につい

て事務局の説明を求めます。 

 

【副 局 長】  第 28回全国農業担い手サミット inにいがたにおける協賛のお願い

ということで、依頼の文書が来ております。毎回開催されている会で

すが、来年は新潟での開催になります。募集金額が 1 口 1,000 円で、

会長 10 口、農業委員・推進委員がそれぞれ 2 口となっています。先

日運営委員会で協議し、改めて徴収するのではなく、親睦会費の前期

会費の繰入金 35万円の中から協賛金 13万円を支出したらどうかと考

えております。 

 

【議  長】  ただ今、説明がありましたが、質問等がありましたらお願いします。 

 

【委  員】  親睦会費の収支の内訳等はありますか。 

 

【副 局 長】  実際にかかる経費や収入等改めてお示しできればと思っています。 

 

【議  長】  事務局の案のとおりでよろしいでしょうか。 

 

【一  同】  異議なし 

 

【議  長】  それでは第 28回全国農業担い手サミット inにいがたにおける協賛

について 13万円を支出することに決定します。 

 

【議  長】  次に委員改選に伴う業務引継ぎについて事務局の説明を求めます。 

 

【局  長】    始めに委員改選に伴います農業委員、推進委員の応募結果と評価委

員会の審議結果について説明をさせていただきます。今回農業委員定

員 24 名に対し、応募数 24 名、推進委員定員 36 名に対し、応募数 36

名でした。その後評価委員会を開催し、いずれも農業委員、推進委員

として職務を全うできるという評価結果になりました。 

        資料 2をご覧ください。これまでは特に引継ぎマニュアルはお示し

していなかったのですが、これまでの委員会活動で蓄積した地域の情

報は大切な情報だと考えていますので、地域の実情に応じて、必要な
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部分だけでけっこうですので記入いただき、次の委員の方へ引き継げ

ればと思っております。記入項目は様々ございますが、すべてを記入

していただく必要はございません。ここは大事だという部分だけでけ

っこうです。3月の部会までに事務局に提出をお願いします。 

 

【議  長】  ただ今説明がありましたが、質問等がありましたらお願いします。 

 

【議  長】  質問等が無いようですので、代わられる方は 3 月 27 日までの提出

をお願いします。 

 

 

＜８ 閉会＞ 

【会  長】  （閉会の挨拶） 

 

上記記録の内容が正確であることを証するため、ここに署名する。 

 

      令和８年  月  日 

 

              議    長                   

 

              署 名 委 員                   

 

              署 名 委 員                   


